
正 誤

P26

〔支給額〕
・一般教育訓練、特定一般教育訓練：対象
講座の受講料の最大６０％（支給額上限２
０万円、雇用保険の教育訓練給付の対象の
方は、その差額）

〔支給額〕
・一般教育訓練、特定一般教育訓練：対象講座
の受講料の最大８０％（支給額上限２０万円、
雇用保険の教育訓練給付の対象の方は、その差
額）

P50 東京都水道局府中サービスステーション 東京都水道局小平サービスステーション

P52
東京都水道局府中サービスステーション
042-548-5110
府中市寿町3-4-6

東京都水道局小平サービスステーション
042-460-5907
小平市花小金井1-6-20 東京都小平合同庁舎内


